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議
案
第
百
七
号

三
朝
町
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の
穀
鐙
に
つ
い
て

次
の
と
お
わ
二
二
･
%
町
都
市
計
画
審
諌
金
条
例
を
静
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
魔
法
(
取
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
箪
九
十
｣
ハ
蕪
辞
l
項
の
規
定
に
ょ
勿
'
本
議
会
の
蕃
決
を
求
め
る
O

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
二
十
三
日三

　

朝

　

町

　

長
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喬

　

　

　

成

昭
和
五
治
五
年
柏
賞
廿
五
B
　
席
奪
可
決

二
朝
町
頭
金
犠
長
鹿
田
嶺
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三
朝
町
条
初
第

早

三
朝
町
都
市
計
画
審
議
会
条
例

(
設
　
蔵
)

L
第
1
条
　
都
市
計
画
行
政
の
円
滑
を
運
営
を
壮
か
る
た
め
､
地
方
自
治
法
(
梅
郷
二
十
二
年
法
律
第
｣
,
(
十

七
号
)
第
育
三
十
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
三
朝
町
都
市
計
画
等
議
会
(
以
下
｢
筆
者
会
｣

と

い

う

｡

)

　

を

健

く

｡

(
所
掌
事
務
)

第
二
条
　
審
議
会
は
'
町
長
の
藤
間
に
応
じ
酷
に
摘
げ
も
事
項
に
つ
い
て
醜
査
及
び
尊
轟
す
る
.

I

　

町

が

定

め

る

都

市

計

画

に

関

す

る

こ

と

｡

　

　

　

　

　

　

　

ノ

二

　

都

市

計

画

に

つ

S

て

町

が

提

出

す

る

意

見

に

幽

す

る

こ

と

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

三
　
そ
の
他
町
長
が
都
市
計
画
上
必
要
と
認
め
る
事
項
に
鱒
す
る
こ
と
｡

(
紐
　
練
)

第
三
条
　
審
諌
会
は
､
次
に
絡
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
､
町
長
が
賓
勝
又
は
任
命
す
る
委
員
を
も
っ
て
組
搬

す
る
｡

f
　
撃
取
経
験
者

四

　

人



二
　
町
鋳
金
の
番
兵

四

　

人

三
　
関
係
行
政
機
関
の
僻
見
　
二
　
人

(委員の任期)　　　　　　　　　　　　　　　　　　,

筋
四
条
　
委
員
の
任
期
は
三
年
と
す
る
O
た
だ
し
､
補
欠
委
員
の
任
掛
は
､
前
任
者
の
顔
佳
期
間
と
す
る
･

.
]
　
委
員
が
委
輿
又
由
佳
余
さ
れ
た
時
忙
お
け
る
当
談
身
分
を
失
っ
た
場
合
は
､
香
典
を
辞
し
た
も
の
と

み
な
す
｡

｣
　
委
員
綻
､
再
任
さ
れ
る
と
と
が
で
c
F
,
る
｡

(
韓
時
季
鼻
)

第
五
発
　
寒
節
会
に
､
特
別
夜
事
項
を
調
香
及
び
春
草
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
､
蹄
時
季
阜
若

干
人
を
麿
く
こ
と
が
で
き
る
｡

･
1
　
韓
時
勢
異
姓
､
町
長
が
委
嘱
又
は
任
命
す
る
｡
｣

.
Y
7
　
臨
時
費
鼻
は
､
当
静
韓
別
の
単
項
に
開
′
す
る
審
韓
が
終
了
し
た
と
き
は
､
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
｡

(
会
長
及
び
静
~
会
長
)

察
大
桑
　
審
商
会
に
'
会
長
及
び
副
会
長
を
億
き
､
賓
鼻
の
互
選
に
ょ
つ
て
こ
れ
を
窄
め
る
.

.
N
　
会
長
は
､
会
務
を
総
揮
し
､
審
議
会
を
代
表
す
る
｡
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副
会
長
は
[
　
会
長
を
補
佐
し
､
会
長
に
軍
政
あ
る
と
き
､
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
､
そ
の
職
務

を

代

理

す

る

O

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

(
会
　
議
)

親
七
条
　
審
議
会
は
､
会
長
が
殖
無
し
､
会
議
の
議
長
と
を
る
｡

r
T
i
　
等
轟
会
は
､
掌
典
及
び
藩
集
に
蛸
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
､
会
葬
を
開

く

こ

と

が

で

き

な

い

d

j
　
審
議
会
の
諸
事
は
､
出
席
し
た
書
見
及
び
譲
案
に
陶
係
の
あ
.
る
臨
時
費
鼻
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
定

し
､
可
否
同
数
の
と
き
は
､
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
ょ
る
.

(
庶
　
務
)

第
八
粂
　
審
議
会
の
庶
務
は
､
観
光
建
殻
韓
に
お
い
て
処
理
す
る
｡

(
委
　
任
)

第
九
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
､
審
議
会
の
運
営
に
開
し
必
婆
を
事
項
は
､
町
長
が
定
め
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
′
公
布
の
日
か
ら
碗
行
す
る
.


